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J E T R Oソウルセンター副所長

中田　誠

韓国の知的財産事情

1. はじめに

私は、2 0 0 6年7月にJ E T R Oソウルセンターに赴任し、

知的財産権担当として韓国の知的財産制度･運用に関す

る調査や模倣対策関連の業務などを行っています。

今回は、特技懇から機会をいただき、韓国の産業財

産制度や韓国特許庁の動向等について紹介したいと思

います。

2. 韓国の産業財産制度

韓国の産業財産制度は日本の制度と非常によく似てい

ます。したがって、読者の皆様に韓国の制度を紹介する

には、日本の制度との相違点を列挙していくのが最も手

っ取り早い方法だと思われますので、以下、日本の制度

との相違点に着目しながら、韓国の産業財産制度の概要

を説明します。

（1）特許法･実用新案法

2 0 0 6年3月3日に改正特許法及び実用新案法が公布さ

れました。主要改正内容は、次のとおりです。

〈特許法〉

①新規性喪失の例外規定の緩和（30条1項）

出願前6ヶ月以内に行われた出願人による全ての公

知行為に対して新規性喪失の例外を認める。

②拒絶又は放棄された出願の先願の地位の喪失（3 6条4

項）

出願公開前に拒絶決定又は放棄された出願は、初

めからなかったものとみなす。

③世界公知公用（29条1項1号）

外国で公知･公用となった技術についても先行技術

として認める。

④二重出願制度の廃止及び変更出願制度の導入（53条）

特許及び実用新案の間の二重出願を廃止し、特許

出願及び実用新案出願の間での変更出願を認める。

⑤無効審判請求人の範囲の拡大（133条1項ただし書き）

登録公告日後3ヶ月間は何人も無効審判請求を可能

とする。

⑥異議申立制度の廃止

異議申立制度を廃止して無効審判制度に統合する。

〈実用新案法〉

①無審査登録制度の廃止と審査制度の導入

基礎的要件のみを審査していた制度を廃止し、特

許と同様に実体審査を経て登録するよう改める。

今回の改正により特許法は更に日本の制度に近づい

たといえます。また、実用新案法は以前採用されてい

た審査主義に戻ったことになりますが、この改正の背

景には韓国の特許審査期間の短縮により、無審査登録

による早期権利化のメリットよりも不安定な権利が発

生するというデメリットの方が顕著になってきたこと

があげられます。

これらの改正項目は、異議申立制度の廃止が2 0 0 7年

7月1日より施行されることを除き、既に施行されてい

ます。

図1は、現行の特許制度における出願から権利取得ま

での手続をフローチャートで表したものです。日本と
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の相違点は、外国語出願が認められていないこと、審

査請求期間が5年であること、優先審査の対象が日本の

優先審査、早期審査と異なることなどです。韓国の優

先審査の対象となる出願は、①防衛産業分野の特許出

願、②公害防止に有用な特許出願、輸出促進に直接関

連した特許出願、④国家又は地方自治体の職務に関す

る特許出願、⑤ベンチャー企業の特許出願、⑥国家の

新技術開発支援事業又は品質認証事業の結果物に関す

る特許出願、⑦条約による優先権主張の基礎になる特

許出願、⑧特許出願人が出願された発明を実施してい

るか、又は実施準備中である特許出願、⑨電子取引と

直接関連した特許出願、です。日本の早期審査のよう

に外国関連出願全てを対象としていないため、日韓審

査ハイウエイの実施準備として、日本で登録された出

願については優先審査の対象とするよう大統領令（特

許法施行令）の改正を進めています。

審判制度に関しては、特許無効審判、拒絶決定（査

定）不服審判、訂正審判に加えて、日本にはない制度

として通常実施権許与審判及び権利範囲確認審判があ

ります。

通常実施権許与審判とは、利用関係の特許について

他の特許の権利者の許諾が得られなかった場合に、自

己の特許発明の実施に必要な範囲内で通常実施権の許

諾を求める審判です。

権利範囲確認審判とは、日本の判定制度と類似する

もので、イ号発明が特許権の権利範囲に含まれるか否

かに関する確認を求める審判です。日本の判定制度と

の違いは一事不再理の原則が適用され、審決が確定す

れば、第三者は同一事実及び同一証拠によっては審判

請求できないという対世的効果が発生することです。

また、審決に不服があれば、日本の知財高裁に相当す

る特許法院、最高裁に相当する大法院に提訴すること

ができます。しかし、審決は侵害訴訟における法院の

判断を拘束できません。

権利範囲確認審判は日本の判定制度と異なり、特許

侵害事件において非常によく利用されています。韓国

では、特許法院は審決取消訴訟のみを取り扱っており、

侵害訴訟は、全国の地方法院－高等法院－大法院で取

り扱われていますが、韓国特許庁から地方法院への技

術審理官（調査官）の出向は、ソウル地方法院のみで

他の法院は技術的な専門能力に欠けます。したがって、

侵害訴訟では権利範囲確認審判の結果が尊重され、結

果として多くの侵害事件において権利範囲確認審判が

請求されています。

図2は、現行の実用新案制度における出願から権利取

得までの手続をフローチャートで表したものです。審査

後登録制度に戻ったので、基本的には特許の手続と同様

です。権利期間が出願日から1 0年である点、審査請求

期間が3年である点が特許と異なるところです。

（2）デザイン保護法（意匠法）

韓国の意匠法は、「意匠」という用語が一般に馴染み

がなく分かり難いことから、2 0 0 5年7月に「デザイン

保護法」と名称が改められました。

図3は、デザイン保護制度における出願から権利取得

までの手続をフローチャートで表したものです。

日本との相違点は、一部の物品に対しては無審査登

録制度を採用していること、類似デザイン制度を有す

ること、申請により出願公開が可能なこと、特許･実用

新案との出願変更が認められていないこと、権利期間

が設定登録日から15年であることなどです。

無審査登録制度の対象となるのは、流行性が強くラ

イフサイクルが短い物品で、大分類B 1（衣服等）、C 1

（寝具、カーテン等）、F 3（事務用紙、チラシ等）、F 4

（包装紙、ラベル、包装容器等）、M1（織物紙、壁紙等）

が該当します。また、無審査登録出願においては、物

品区分上同じ大分類に属する物品については2 0個以内

のデザインを1出願とすることができる複数デザイン登

録出願が認められています。無審査登録されたデザイ

ンについては、設定登録日から登録公告後3ヶ月間は何

人も異議申立ができます。

類似デザイン制度は、日本の旧法の類似意匠制度と

同様の制度です。自らの登録デザイン又は登録出願し

たデザインにのみ類似するデザインについて類似デザ

インとして登録を受けることができます。類似デザイ

ンは登録されるとその基本となるデザインのデザイン

権と合体されます。

デザイン登録出願人は、自己の出願に対し公開請求

ができます。公開後は補償金請求権が発生します。

また、出願公開されたデザイン登録出願に対しては

優先審査の請求が可能です。
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（3）商標法

図4は、商標制度における出願から権利取得までの手

続をフローチャートで表したものです。

日本との相違点は、先登録商標等との類似判断時点が

出願時であること、先使用権・中用権が認められないこ

と、業務標章制度があること、防御商標制度がないこと、

出願変更が商標とサービスマーク間でのみ認められるこ

と、登録前異議申立制度を採用していること、不使用取

消審判の請求人が利害関係人に限定されることなどです。

先登録商標等との類似判断時期が後願の出願時となっ

ているため、例えば不使用取消審判により先登録商標が

取り消されても後願の拒絶理由は解消せず再出願をする

必要があります。

業務標章とは、営利を目的としない業務を営む者が、

その業務を表象するために使用する標章です。業務標章

に対しては、商標法で特に規定したことを除いては商標

に関する規定が適用されます。

変更出願については、商標とサービスマーク間でのみ

認められ、商標又はサービスマークと団体標章、業務標

章相互間の出願変更は認められません。

（4）制度改正の動向

本年3月の特許法･実用新案法の改正に続き、産業財

産権四法の改正が2 0 0 7年7月の施行を目指して推し進

められています。改正案の主要内容は以下のとおりです。

〈特許法・実用新案法〉

①特許請求の範囲の提出猶予制度の導入

特許請求の範囲の作成に必要な時間的余裕を与える

ため、特許請求の範囲の提出を出願公開までを限度と

して審査請求時まで猶予する。

②発明の詳細な説明の記載要件の緩和

近年の技術の多様化、複雑化により、発明の目的、

構成、効果の記載を義務付けている現行の記載要件に

合致しない発明が生じていることから、最も適切な表

現手段により記載できるよう記載要件を緩和する。

〈商標法〉

①保護対象の拡大

ホログラム商標、動作商標、色彩商標などの視覚的

に認識可能な非典型的商標にも保護対象を拡大する。

②模倣商標の登録防止

国内又は外国の模倣対象商標が周知･著名商標では

なく、「ある程度知られた商標」である場合にもこれ

を模倣した商標が登録されないようにし、万一模倣商

標が登録されても当該商標を先に使用した者は継続し

て使用できるようにする。

〈デザイン保護法〉

①無審査登録制度の改善

無審査登録出願されたデザインが国内で広く知られ

た形象や模様などから容易に創作できる場合には、拒

絶決定できるようにし無審査登録の安定性を高める。

3. 韓国特許庁の最近の動向

（1）「知的財産強国実現のための推進戦略及び課題」

の策定

韓国特許庁は、2 0 0 5年1 0月に知的財産政策が中･長

期的に向かうべき方向と戦略を提示した「知的財産強国

実現のための推進戦略及び課題」を発表しました。これ

は、9 0年代以降、既存の成長戦略が限界に達し、技術

貿易収支の赤字が続くなど先進外国技術への依存が続く

中、今後の国内外の環境と知的基盤経済の動向を予測し、

韓国が知的財産強国へと飛躍するために推進すべき戦略

と課題を提示したものです。韓国特許庁は、この計画を

通じて「世界最高水準の知的財産強国実現」を長期的ビ

ジョンとしつつ、韓国が2 0 0 7年までに世界6大知的財

産強国の地位を確保し、1 0年後の2 0 1 5年までに世界4

位の知的財産強国に飛躍できるよう企図しています。

このビジョンの実現のために韓国特許庁は、「優れた

基盤特許の創出及び最高品質の審査システムの構築」な

どの5大課題と、「特許情報の活用強化を通じた国家

R & D（研究開発）投資の効率性向上」など1 1の中課題

を設定し、これを4 7項目の細部実践課題として具体化

しています。

「知的財産強国実現のための推進戦略及び課題」の主

要内容は次のとおりです。

①情報活用強化を通じた国家R & D投資の効率性を高める。

・国家R & D事業の企画段階において、特許動向調査
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事業を全省庁で実施するようにし、国家R & D事業

課題選定時の先行技術調査を制度化する。

・国家R & D事業の成果評価時に特許関連指標を活用

する評価システムを構築し、このために特許指標を

開発・普及する。

②大学及び公共の知的財産戦略経営支援を強化する。

・R & D企画及び課題選定、技術開発、権利化、事後

管理など国家R & Dの全プロセスにおいて「トータ

ル知財権総合サービス」を提供する。

・特許管理アドバイザーの派遣、審査官メンタリング

（M e n t o r i n g）サービスの実施、特許管理諸規定標

準案の作成・普及など大学の特許管理能力強化を支

援する。

③良質で強力な特許を付与するために審査・審判システ

ムを改善する。

・裁判所など関連機関との情報共有システムを構築

し、優先審査対象制限廃止施策を積極推進する。

・先行技術専門調査機関間の競争体制拡大、機関別品

質点数制の導入などを通じて先行技術調査アウトソ

ーシングの品質を高める。

④知的財産の保護範囲を拡大し、紛争解決制度を改善

する。

・有名人のパブリシティ権保護制度の導入など、新知

的財産権に対する保護を拡大する。

・デザイン無審査登録対象品の拡大、デザイン審査デ

ータベース資料の公開など、デザイン審査制度を改

善する。

・特許訴訟の特許法院管轄の移転、弁護士と技術専門

家である弁理士の共同代理など知的財産関連司法制

度を改善する。

⑤技術と市場の変化に伴う知的財産権制度の改善を推進

する。

・異議申立制度の無効審判制度への統合、実用新案先

登録制度の審査後登録制度への転換、商標法制上の

使用主義要素の強化などを推進する。

⑥知的財産権執行の実効性を高め、海外での侵害への対

応を強化する。

・特許庁偽造商品取締公務員の司法警察権を確保し、

偽造品に対する通報報奨金制度を実施することで知

財権執行業務の実効性を高める。

・専門弁理士制度の導入など弁理士業務の専門化を推

進する。

・主要侵害国への特許官派遣の拡大、汎政府的知財権

ポータルサイトの構築など海外における韓国企業の

知財権保護を強化する方策を準備する。

・政府R & D課題の事前特許分析の義務化、国別特許

紛争マップの作成と普及、特許紛争関連総合コンサ

ルティングサービスの提供など、企業の特許紛争予

防を積極的に支援する。

⑦国際機関及び2国間・多国間の積極的な協力を推進す

る。

・A P E CのT I L T基金を利用したA P E C支援事業を発

掘・推進し、Korea Trust Fund事業を通じて発明

振興などの対開発途上国支援事業を積極的に推進す

る。

・日韓中の3カ国間における特許審査ハイウェイ制度

（Patent Fast-Track Examination）を早期に構築

するとともに、南北間特許制度の統一化を推進する。

・W I P O、A P E Cなどとの知財権情報化及び教育分野

の協力を強化する。

⑧優れた特許技術を創出するための基盤を作る。

・第7次教育課程改正時に発明に関連した個別教科に

発明教育内容を反映させるなど、学生の発明教育を

活性化するとともに、女性でも発明に親しみやすい

社会的要件を造成する。

・社会全般の知的財産権創出能力を高めるために「知

的財産人材総合計画」を樹立する。

⑨優れた特許技術の移転及び事業化を促進する。

・特許技術価値評価支援対象を拡大し、評価機関と金

融機関を連係させて技術価値評価による資金支援を

誘導する。

・特許技術事業化協議会を通じた事業化支援を拡大

し、公共技術の活用を活性化する。

⑩地域知的財産活動を活性化させる基盤を構築する。

・コンサルティング、アイデア発掘などのために知財

権専門家を中心に地域知財権サポーターを構成・運

営する。

・地域特産物の名称の地理的表示団体標章権利化を支

援し、特許情報総合コンサルティング事業を拡大実

施する。

⑪特許行政の力量を強化する。

・特許庁の組織を責任運営機関へと転換し、これを成

功的に運営するなど徹底した成果主義による企業型

政府組織を構築する。
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・特許管理特別会計運営の健全化を図り、安定的財源

の確保を保障するとともに、出願人の負担を減らす

よう特許手数料体系を改善する。

・知的財産政策の調整・総括委員会構築方針の策定、

需要者及び政策中心の知的財産統計管理など政府全

体として国の知的財産政策機能を強化する。

上記中･長期計画の幾つかの項目は、法律改正などを

含め既に実施されていますので、そのうちの主な項目に

ついて紹介します。

（2）大学及び公共研究機関の知的財産力量の強化

韓国特許庁は、大学及び公共研究機関の特許出願シェ

アが5 . 3％にすぎず、大学の研究開発費対比技術料収入

が米国の1／2 0に止まっており研究生産性が低いこと、

特許管理や技術移転の担当者が1機関当たり平均0 . 5人

と少ないことから、今年4月に「大学及び公共研究機関

の知的財産力量強化のための総合推進計画」を策定しま

した。

具体的には、R & D効率化及び特許情報の活用を定着

させるために、国内主要大学の重点研究分野における詳

細な特許マップを作成するとともに、「R & D特許センタ

ー」を設置して、国家R & D事業に従事する研究者のた

めの知的財産権に係る相談及び教育サービスを提供して

います。さらに、今年2月から全国1 0大学に特許管理ア

ドバイザーを派遣して知的財産管理体制の樹立や民間へ

の技術移転の促進を図っています。今年上半期には5 0

件の技術移転を通じて1 6億ウォン（1億9千万円）の技

術料収入を得ています。

（3）全国1 6大学で特許教科目を開設

従来韓国では、大学での特許教育は法科大学における

特許法などの法律理論を中心に成り立っており、企業や

研究機関で特許業務を遂行するには限界がある一方、実

際に特許教育が必要な理工系大学生のための教育課程は

殆どない状況でした。

そこで、韓国特許庁は今年から全国1 6の理工系大学

で特許関連の正規教科目を開設しました。開設された教

科目は、企業や研究現場で必要となる特許情報検索、特

許情報分析などの実務教育を中心に編成されており、講

義を受講した大学生たちが将来研究現場に投入された際

に大いに役立つ内容となっています。

韓国特許庁は今年中に、特許教科目を開設する大学を

更に拡大する予定です。

（4）偽造商品申告報奨金制度の実施

韓国特許庁は、検察、警察及び地方自治体と合同で模

倣品の取締りを行っていますが、模倣品の流通が絶えな

い状況の中、対策を強化し今年1月より「偽造商品申告

報奨金制度」を実施しています。

申告の対象となる違反行為は、商標法9 3条の規定に

よる商標権及び専用使用権に対する侵害の侵害、並びに

不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律2条1号の

規定による不正競争行為で、報奨金は偽造商品製造業者、

又は正規品価格で1億ウォン以上の偽造商品流通業者を

申告した者に、最低1 0万ウォンから最高1 0 0 0万ウォン

まで支払われます。

申告件数は2 0 0 6年6月現在で早くも約2 0 0件と、前年

1年間の申告件数に迫っており、報奨金制度の導入効果

が現れています。

私は、申告報奨金制度が実施される少し前に釜山で大

規模な偽ブランド品専門の隠し店舗を訪れたことがあり

ますが、この店舗を申告していれば数十万円の報奨金を

貰えたかもしれません。

（5）韓国特許庁の企業型中央責任運営機関化

韓国特許庁は、今年5月から企業型中央責任運営機関

に転換されました。企業型中央責任運営機関とは、既存

の中央省庁に比べ、組織･人事･予算などの面でより多く

の自立性と独立性を持つ一方、その代償として成果に対

する責任を強く負う省庁です。

責任運営機関化を契機として、韓国特許庁は顧客を最

優先とする「顧客感動経営」をスローガンに各種サービ

スの向上や成果主義に基づく給与体系の導入を図ってい

ます。まず、体制強化ための組織改編を行い、顧客サー

ビス本部を新設すると共に、長官直属の革新企画チーム、

成果管理チーム、人材開発チームを設置しました。成果

主義も徹底し、今年の年収では若手審査官クラスで1 0 0

万円近い格差が出る見通しとのことです。長官は新聞等

で、「数年以内に自分より年収の多い審査官が出るかも
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（7）審査官の在宅勤務

審査官の大量増員によるオフィス・スペース問題を解

決するため、昨年3月より数十名規模で審査官の在宅勤

務を実施してきましたが、通常の審査官を上回る処理実

績を挙げたことから今年3月より本格実施に移り約2 0 0

名の審査官が在宅勤務をしています。在宅勤務者は、2

～4日自宅で勤務し、その他の日は韓国特許庁に出勤し

ます。

在宅勤務者の自宅にはオンライン端末が設置され、端

末を通して出願書類の照会及び先行技術調査を行いま

す。端末には指紋認証システムなどのセキュリティー対

策が施されています。

在宅勤務の実施により事務スペース賃貸料の削減効果

に加え、配偶者との勤務地の相違から別居せざるを得な

かった職員が同居できるようになるなど副次的な効果も

でています。

4. 韓国に駐在して思うこと

韓国に駐在して一年余りになりますが、韓国の社会

の動きを見ていると、日本に比べその変化の速さに驚

かされます。韓国人の特質を語る際によく「パリ（日

本語で‘早く’の意）」という言葉が使われますが、例

えば日本ではある目標を達成するのに幾つかのステッ

プを設け、段階的に目標を達成していくのに対し、韓

国では一挙にそれを達成しようとする傾向があるよう

に思います。このような韓国式のやり方は成功すれば

極めて短期間に目標を達成できる反面、その過程であ

らゆる問題が一度に噴出し、一歩対応を誤れば頓挫し

てしまう危険性もあるのですが、トップの強いリーダ

シップと仮に失敗してもやり直せばよいという韓国人

のもう一つの特質「ケンチャナヨ（‘大丈夫’、‘気にす

るな’の意）」精神が困難への挑戦を可能にしています。

サムソン電子の驚異的な成長は、この韓国方式の最大

の成功例といえると思います。

一方、韓国特許庁に目を転じてみると、金鐘甲前長

官と全湘雨現長官の強いリーダーシップの下、特許庁

の顧客である出願人に質の高いサービスを提供すると

いう基本理念に沿って、組織改革に取り組み、次々に

新しい施策を打ち出しています。

韓国特許庁の施策というと少し前までは日本の後追

い的なものが多かったように思いますが、最近では日

本特許庁より一歩進んだといえるようなものも目立っ

てきています。上述した特許法及び商標法の改正案も

そうですし、特許審査期間短縮や在宅勤務も韓国特許

庁に先を越されています。施策のプラス面とマイナス

面を慎重に検討しつつ進めていく日本のやり方は決し

て間違っているとは思いませんが、プラス面が大きい

と見ればまずやってみて、問題があれば修正していく

という韓国式のやり方も時には必要なのではと思いま

す。

特許審査については、韓国特許庁では高度な専門知

識を備えた博士を採用するとともに、通常の審査業務

に加え公的研究機関や関連業界の知財教育や知財戦略

策定に参画させるなど知的財産の創出から活用にいた

るまでのトータルな能力を身に付けた審査官を育てよ

うとしているように見受けられます。審査処理期間の

短縮が達成された後の韓国特許庁の目標は、審査の質

においても日本特許庁やEPOに追いつくことです。

2 0 0 7年には日韓審査ハイウエイが実施される予定で

す。日韓の審査官がお互いの審査を評価しあう状況が

生まれるわけですが、互いに切磋琢磨してより良い特

許審査の実現につながることを期待しています。

pro f i l e
中田　誠（なかだ まこと）

J E T R Oソウルセンター副所長

昭和6 3年特許庁入庁

審査第二部（現特許審査第一部）審査官、

総務部国際課、総務部特許情報課、審判部

審判官等を経て、平成1 7年7月より現職


